
 

 

（写） 

龍ケ崎市立保育所設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月１９日 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

龍ケ崎市条例第１４号 

龍ケ崎市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市立保育所設置条例（昭和４２年龍ケ崎市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （特定乳児等通園支援） 

第３条 保育所は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支援（以下「特定乳

児等通園支援」という。）を行う。 

２ 前項の規定により行う特定乳児等通園支援の利用定員は、別表のと

おりとする。 

３ 別表に規定する利用定員は、同表に規定する定員に含まれるものと

する。 

（入所の要件） 

第６条 保育所に入所し、保育を受けることができる資格を有する者は、

次に掲げる者とする。 

 (1) 子ども・子育て支援法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する児童 

 (2)     省  略 

 (3)     省  略 

別表（第２条、第３条関係） 

名称 位置 定員 利用定員 
 

（乳児等通園支援事業） 

第３条 保育所は、児童福祉法第６条の３第２３項に規定する乳児等通

園支援事業を行う。 

 

 

 

 

 

（入所の要件） 

第６条 保育所に入所し、保育を受けることができる資格を有する者は、

次に掲げる者とする。 

 (1) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童 

 (2)     省  略 

 (3)     省  略 

別表（第２条関係） 

名称 位置 定員 
 



 

 

八原保育所 龍ケ崎市藤ケ丘１

丁目１９番地１ 

１４４人 ９人 

  

八原保育所 龍ケ崎市藤ケ丘１

丁目１９番地１ 

１４４人 

  

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


